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平成 26 年度第 3 回地方独立行政法人山梨県立病院機構評価委員会 

 

１ 日 時 平成２６年７月１４日（月）午後６時３０分～午後８時５０分 

２ 場 所 県立中央病院看護研修室 

３ 出席者 委  員 今井信吾 佐藤弥 手塚司朗 波木井昇 藤巻秀子 

事 務 局 山下福祉保健部長 小島医務課長 ほか 

病院機構 小俣理事長 土屋院長 藤井院長 篠原理事 ほか 

 

司会： 開 会 

 

    （評価委員の紹介） 

    （山下福祉保健部長 挨拶） 

    （小俣理事長 挨拶） 

    （評価委員長 挨拶） 

 

委員長：それでは議題に入ります。 

まず、独立行政法人山梨県立病院機構平成２５年度財務諸表及び実績報告のうち、

財務諸表について先に事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局：財務諸表についてご説明いたします。 

まず、資料１をご覧下さい。 

地方独立行政法人法において、地方独立行政法人は、毎事業年度、財務諸表を作

成し、設立団体の長に提出するとともに、その承認を受けなければなりません。 

承認に当たっては、設立団体の長は、評価委員会の意見を聴かなければならない

ことから、本日の評価委員会の議題とさせて頂きました。 

地方独立行政法人法により、知事が評価委員会の意見を聴いて承認し、公告する

範囲は貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び附属明細書とされてお

ります。 

評価委員の方々には２８ページの附属明細書までご意見をいただき、２９ページ

以降の平成２５年度の県立病院機構の事業報告については、後ほど資料５にありま

す業務実績報告書において法人から説明を受けると共に、評価委員の皆様からご意

見をいただくこととさせていただきたいと思います。 

委員の皆様のお手許には、地方独立行政法人法では病院機構から知事に提出する

こととなっている財務諸表等は、貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類、

附属明細書、事業報告書、決算報告書並びに会計監査人及び監事の意見となってお

り、委員の皆様には、病院機構から知事に提出された財務諸表等をすべてお配りさ

せていただいております。 

なお、ＨＰ等で公表いたしますのも評価委員の皆様からご意見をいただく貸借対
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照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び附属明細書附属明細書となりますの

で、ご承知おきください。 

以上で財務諸表に関する説明を終わらせていただきます。 

 

委員長：それでは、病院機構から平成２５年度の財務諸表についてご説明をお願いします。 

 

病院機構理事：それでは、平成２５年度決算についてご説明します。 

資料２の「財務諸表」Ｐ３の「損益計算書」及び添付資料「法人化４年度

収支決算」の両資料によりご説明します。 

まず、病院の業務量であります患者数の状況について、添付資料のＰ４を

ご覧下さい。 

中央病院は、新規入院患者は前年比１７１人、１．３％増加、延べ入院患

者は前年比１，０４８人、０．６％増加しました。また、延べ外来患者は前

年比３，６６７人、－１．４％減少しております。 

平均在院日数は１２．８日、－０．１日と、昨年同様高い水準を維持する

ことができました。これも「患者さんを早くきれいに治す」という目標に向

けて職員一同取り組んだ結果と考えております。 

次に北病院ですが、新規入院患者は前年比８９人、１３．７％増加しまし

たが、入院患者の退院及び転院を促したため、述べ入院患者は前年度比１，

３４３人、－２．３％減少しました。また、延べ外来患者は６人、０．０％

と前年とほぼ同様でございます。 

収支の状況についてご説明します。 

財務諸表Ｐ３の損益計算書をお開きください。 

損益計算書は、法人の経営成績を明らかにし、利害関係者に対して報告す

ることを目的として作成されます。 

営業収益は、医業収益１７７億３４９７万円余、県からの運営費負担金収

益３４億１５５４万円等を合わせ、合計は２１６億２６２０万円余でありま

す。 

営業費用は、給与費９０億３２３１万円余、材料費５１億１７４５万円余

などに一般管理費を加え、合計は１９８億４５６万円余となり、営業利益は

１８億２１６４万円余の黒字であります。 

これに、営業外収益４億７８７７万円余と借入地方債の返還利息などの営

業外費用９億２８３３万円余を加えた経常利益は１３億７２０８万円余と、

第１次中期計画７億８１００万円、変更後の第２次中期計画８億２５００万

円を大きく上回る利益を上げました。 

次に、臨時損失について説明します。 

平成２４年度に実施された中央病院に対する厚生労働省等による個別指

導において指摘されました項目、基本的に平成２４年１月から１２月までの
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１年間、例外として最短で４か月、最長で３年間にわたる診療報酬請求分、

全てについて自己点検を行い、各保険者及び必要に応じて患者様に対して自

主返還することとした自主返還金６億３５８３万円余を「その他臨時損失」

として計上いたしました。 

今回の特定共同指導により、診療報酬保険請求上、不適切な部分が指摘さ

れ、返還金が生じたことは、保険診療制度や事務処理に対する認識不足、管

理態勢に甘さがあったものと考えており、誠に遺憾であります。 

今後は、適切な管理及び事務処理を行う専門職の育成を始めとして、全職

員が一丸となって適正な病院経営を行うため、最善を尽くして参ります。 

なお、これらの指摘された項目は、すべて是正の対応を致しました。 

この結果、当期の純利益は６億６８８７万円余となっております。 

この決算額が前年に比べどうだったのかについて、添付資料のＰ５「平成

２５年度収支決算」の対比表により説明いたします。 

収益は、２２１億５００万円、前年に対して６億２６００万円の収入増で

あり、主なものは医業収益３億６３００万円増加しています。これは、次ペ

ージＰ６に病院ごとの詳細を記してありますが、中央病院、北病院それぞれ

の入院及び外来収益の増によるものです。 

中央病院につきましては、昨年度に引き続きドクターヘリ及びドクターカ

ーの出動回数が増加し、救命救急センターの稼動額が増加したことが、入院、

外来収益を押し上げる要因となっております。 

なお、北病院につきましては、精神科救急入院料病棟の規模拡大による精

神科救急入院料のほか、医療観察法入院料の増によるものが増加要因となっ

ております。 

また、運営費負担金収益も２億１０００万円増加しております。２５年度

に県から機構へ３３名の職員が身分を移管し、その職員に対する退職給付引

当金を積み立てる必要が生じ、その経費に対し、県からの負担金が増加した

ことが要因となっております。 

次に支出についてであります。 

経常費用は、２０７億３３００万円、前年に対して１０億７４００万円の

支出増となり、経常収益の増６億２６００万円を上回ることとなりました。 

主なものは、給与費７億５３００万円の増ですが、県から機構に身分を移

管したことに伴う退職給付費用の増、これが４億３７００万円、のほか、看

護職員、臨時職員の増員や研修医等、非常勤職員の増員などにより、手当と

して９８００万円、賃金として５１００万円、報酬として６７００万円等が

増加したものです。 

また、薬品費１億１７００万円の増ですが、薬品購入における値引率の改

善に努めておりますが、主にがん化学療法に使用する抗悪性腫瘍用剤や抗リ

ウマチ薬、希少疾病用薬品が増加したことに伴う増で、前年に比べ、医業収
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益に対する薬品費の比率も０．２８％でございますが、増加しました。 

診療材料費９６００万円の増ですが、手術件数全体が増加したほか、特に

循環器系手術に使用する高額な診療材料、除細動器、PTCA 等の購入が増加

したことに伴う増で、前年に比べ医業収益に対する診療材料費の比率も

0.39％増加しました。 

材料費全体では、薬品費及び診療材料費ともに増加したことから、前年に

比べ医業収益に対する材料費の比率も増加しました。 

また、経費９２００万円の増ですが、主な要因は、電気・ガス単価の上昇

及び記録的な猛暑による使用量の増などによる光熱水費が４７００万円増、

北病院の救急医療体制整備修繕費、２３００万円、在宅用酸素機器を使用す

る患者の増などに伴う賃借料、２６００万円などが増加したものです。 

次に、独立行政法人法第３４条に定められている、評価委員会の意見をお

伺いする幾つかの財務諸表について、簡単に説明いたします 

まず、財務諸表Ｐ１の「貸借対照表」であります。 

法人の財政状況を明らかにするため、３月３１日の期末日における資産、

負債、純資産の状況を表示しています。 

固定資産でありますが、有形固定資産のうち、当期増加した主なものは、

建物が、北病の精神科救急入院料病棟整備に３億８千２百万円、北病の医師

宿舎整備も４千２百万円、器械備品が中病の病院情報システムに３億４百万

円、中病の生体情報モニタリングシステム２億３千３百万円などでございま

す。 

続いて長期前払消費税等でありますが、資本的支出に要した消費税を単年

度の費用とせず、１０年間の資産として費用化するものであります。 

続きまして破産更正債権でありますが、法人が保有する患者未収金債権の

うち、３年の時効を経過している債権を計上しております。 

流動資産でありますが、現金及び預金につきまして、８６億３千７百万円

のうち２６億円は定期預金であります。有価証券の２２億円は、譲渡性の定

期預金であります。 

続いて貸倒引当金でありますが、法人が保有する患者未収金債権のうち、

過去の貸倒実績率から算定した額を計上しております。 

続いて貯蔵品でありますが、冷暖房設備の稼動に必要な灯油、切手及び災

害対応用備蓄食料となっております。 

固定負債でございますが、資産見返負債についてご説明します。資産見返

負債とは、器械備品等の資産を計上する代わりに、その財源となった補助金

や運営費負担金等を負債に計上するものであります。 

なお、この負債は金銭債務を伴うものではありません。 

資産見返補助金等とは、建物や器械備品購入の財源なったもの、資産見返

物品受贈額とは資本的支出に要した長期前払い消費税額でございます。 
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続いて引当金のうち、退職給付引当金であります。 

平成２５年度に、県から病院機構へ身分を移管した職員３３名の引当金を含

めて、必要額を計上しております。 

続いて環境対策引当金であります。 

ポリ塩化ビフェニル、ＰＣＢ廃棄物及びＲＡＬＳ、子宮頸ガンの治療に用

いる放射線治療装置の処分費を計上しております。 

続いて診療報酬自主返還引当金であります。 

平成２４年度に実施された、中央病院に対する厚生労働省等による個別指

導において指摘された項目につきまして自主点検を行い、各保険者及び必要

に応じて患者様への自主返還金として見込んだ金額を計上しております。 

続いて資産除去債務であります。 

中央病院で現在使用しているリニアックの処分予定費を計上しております。 

続いて長期ＰＦＩ債務であります。 

これはＰＦＩ事業により整備・運営している中央病院駐車場に係る初期投

資額及び支払利息等であります。 

流動負債でございますが、前受金の内容は、治験収入であります。契約時

に全額収入され、毎年度発生する経費に基づいて費用化されます。 

続いて預り金であります。 

職員給与から控除された所得税及び社会保険料納付額です。 

続いて賞与引当金であります。 

平成２６年６月に支給する賞与のうち、平成２５年１２月から平成２６年

３月の４ヶ月間に相当する額を当期に引当てたものです。 

純資産でございます。 

設立団体出資金でありますが、期末において変動はありません。法人移行

時資産計が４８４億１千６百万円、負債・資本剰余金計が４８１億７千３百

万円で、２億４千３百万円となります。 

続いて資本剰余金でありますが、これは山梨県より無償譲渡された土地、

北口院長宿舎敷地、美咲副院長宿舎敷地の評価額であります。北口院長宿舎

敷地が１４，３２６千円、美咲副院長宿舎敷地が１５，２９１千円となって

おります。 

利益剰余金の６億６千９百万円につきましては、当期純利益に計上し、５

ページの利益の処分に関する書類（案）によりまして、県の承認を受ける中

で、処理する予定であります。 

以上の通り、流動資産は１５０億２９６３万円余、Ｐ２流動負債５８億３

０２２万円余を大きく上回っており、不良債務も抱えておらず、極めて健全

な財政状態だと認識しています。 

なお、固定資産の明細等、各勘定の明細はＰ１２以降の付属明細書に表示

してあります。 
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Ｐ３の「損益計算書」は、先ほど説明させていただきました。 

次に、Ｐ４の「キャッシュ・フロー計算書」についてであります。 

この計算書は、会計期間の資金の増減という客観的事実を素直に表現して

いる書類です。つまり当法人の預金にいくら入金があり、いくら出金があっ

たか示し、業務活動、投資活動、財務活動に区分し、資金の収支を表示して

いるものであります。 

キャッシュ・フロー計算書は、３部構成になっており、１番目は、業務活

動によるキャッシュ・フローです。当法人の業務活動に関わる部分で、医業

だけではなく医業外の業務も含めて資金の出入りを示しております。 

２番目は、投資活動によるキャッシュ・フローです。当法人の投資として

は、固定資産の取得、これは病院情報システム等でございます、有価証券の

取得、県債の購入などが該当します。 

３番目は、財務活動によるキャッシュ・フローです。地方債の借り入れ、

独法化前に借り入れた地方債の返済などが該当します。 

また、キャッシュ・フロー計算書の対象とする資金は、手許の現金、普通

預金であり、定期預金等は除外されていますので、Ｐ１貸借対照表の「現金

及び預金」の残高８，６３７，５２８，８５６円と、Ｐ４計算書「資金期末

残高」６，０３７，５２８，８５６円が一致しておりませんが、Ｐ８注記事

項「Ⅲキャッシュ・フロー計算書関係」１資金の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係、現金及び預金勘定のうち定期預金２６億

円でありますのでご理解願います。 

以上から、４資金増加額１０億８０３５万円余と５資金期首残高４９億５

７１７万円余の、合わせた６０億３７５２万円余が６資金期末残高となりま

す。キャッシュ・フロー上、極めて健全な状況と認識しています。 

次に、Ｐ５の「利益の処分に関する書類」についてであります。 

この書類は、損益計算により発生した利益を翌事業年度にどう引き継ぐか

の内訳を示した書類であります。（案）と記載があるのは、正式に引き継ぐた

めには地独法第４０条第５項の規定により評価委員会の意見を聴かなければ

ならないためです。 

地方独立行政法人法の規定により、「毎事業年度、損益計算において利益

を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があると

きは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。」と規定され

ていますので、当期未処分利益６億６８８７万円を病院施設や医療機器の整

備費用等に充てる「建設改良積立金」として処分するものであります。 

次に、Ｐ６の「行政サービス実施コスト計算書」であります。 

当法人は、県出資１００％の地方独立行政法人であります。この計算書は、

法人の業務運営に関して、住民等の負担に帰せられるコスト、つまり、地方

公共団体としての山梨県や国が注ぎ込んだコストを示すものであります。 
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医業、医業外問わず、当法人すべての費用及び県からの出資金に一定利率

をかけたものから、自己収入、つまり当法人が自ら稼ぎ出した収入を引いた

値が、行政サービス実施コストとなります。 

機会費用は、山梨県からいただいた出資金２億４，３００万円と無償譲渡

された土地の評価額２，９００万円の合計額を、会計基準ルールに則り、１

０年利付国債の平成２６年３月３１日時点での国債利回り０．６４０％で算

定したものを掲載しております。 

具体的には、損益計算書上の費用の総額２１４億３６１１万円余に対し、

病院の医業収益などの自己収入を除いた、Ⅲ行政サービス実施コスト３５億

３０９２万円余は、法人の業務運営に県民が注ぎ込んだコストであると表示

するものであります。 

その結果、平成２５年度の行政サービス実施コストは約３５億３，０００

万円となりました。 

この意味するところは、山梨県の人口が８５７，８７９人ですので、県民

一人当たりの負担額は４，１１５円と解釈できるものです。 

只今説明させていただきました財務諸表等の内容につきましては、独立行

政法人法第１３条の監事監査、第３５条の規定による会計監査人の監査にお

いて、双方より「機構の財政状況、運営状況、キャッシュ・フローの状況、

行政サービス実施コストの状況等について、全て適正に表示しているものと

認める。」との監査報告書を頂いておりますので申し添えます。 

決算の説明は、以上であります。 

最後に、資料１の一番後ろに綴ってあります「決算報告書」でありますが、

年度計画の予算に対する決算額の状況を示すものであり、予算自体、業務執

行の目標管理の一つとして現金ベースで作成しており、減価償却費などの現

金を伴わないものは除外されていることと、内容が損益計算書あるいはキャ

ッシュ・フロー計算書の説明と重なりますので、時間の関係もあり省略させ

ていただきます。 

 

委員長：ただいまの説明について、ご質問・ご意見はありますでしょうか。 

 

委 員：よろしいでしょうか。 

    まず、損益計算書の添付資料の５ページで、Ｈ２４決算とＨ２５決算の増減の比

較表について確認をしたいのですが、医業収益が３．６億円程度増加していること

に対して、医業費用が約１１億円増えております。 

    そうはいっても、経常利益の段階で１４億円の黒字を確保しておりますので、か

なり頑張ったのかと思いますが、医業費用が増えたことについてどのようにお考え

ですか。今年１１億円増えたということは、ある程度想定していたのでしょうか。

例えば、給与費のご説明のなかでプロパーに変わられた職員の方の退職給与引当金
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が４億３千万円余とのことですが、この退職給付引当金は以降毎年乗っかっていく

数字かと認識していますが、こういうことは想定されていて医業費用も増加したの

か、材料費などの増加は想定外だったのでしょうか。 

    結果的としては、十数億というのは素晴らしい黒字ですが、費用が上がっている

点をどのように考えていらっしゃるかということと、過去３年見ると経常利益が増

えてきていて、今年はいい水準だが減っているように思えます。２年、３年先の経

常利益の黒字はどのようになっていると考えておりますか。 

 

病院機構理事：よろしいですか。 

まず、今回の給与費について、平成２２年の独法化から県職員につきまし

ては１０年間で全て独法の方に移行をしてプロパー化するという計画でござ

いましたが、昨年度３３名が身分移行し、検査技師や薬剤師などの職種によ

っては全て移管が終わりました。それに伴い退職給付積立金が４億程度ござ

いますが、それは毎年増えるわけではございません。県在職期間の退職給付

引当金は負担金として県からもらっていますが、それ以降の見込み分につい

ては機構で２億程度積んだものですので、これは来年度以降増えることはあ

りません。 

それから、２つ目でございますが、医業収益が３億６千万増えているのに、

今後どのように材料費等が増えていくのか、という話ですが、説明のなかで

もお話をさせていただきましたが、材料費比率、薬品費比率におきましても、

向上はしておりますが、増加率は低く、基本的には増えた医業収益の中で収

まっております。約３億４千万のところが２億１千万の増加でございますか

ら、医業収益が伸びれば、薬品費、診療材料費もかかるというふうには思っ

ております。 

ですから、この傾向については、そこがオーバーフローするような、入院

収益、外来収益よりたくさん出て行くようであればまずいのかな、と思いま

すが、一時的には伸びても、基本的には伸びた医業収益のなかで収まってい

るということで安心しております。 

今後については、この４月には診療報酬の改定もあり、先が見えない部分

もあり不安はあります。消費税につきましても転嫁されない部分もございま

す。基本的に当法人におきましては５億円の消費税を払っておりますので、

単純に考えても今年度から３億円は増えていくと考えています。今年度の当

初の計画を申しますと、収益の部分が診療報酬改定増税により、どの部分に

どのくらい反映されるかは分かりませんが、１３億円といった収入までは見

込めないものの、収入支出のバランスを見れば５億円程度は見込めると考え

ております。 

今後の診療報酬改定の跳ね返りや医療の状況によって多少変わってくる

ことはあるかと思いますが、そのくらいは見込める推計です。 
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病院機構理事長：追加をさせていただきます。 

        添付資料２をご覧下さい。冒頭から非常にマクロ的なお話をいただきま

したのでご説明をさせていただきたいのですが、委員長が第１期の中期計

画を作られて、我々はその議論に参加させていただいたのですが、ざっく

り申しますと収入が２００億、支出も２００億、５年間で５０００万円の

黒字を出すという話でした。それまでの累積の赤字が１４３億くらいあり

ましたので、まず黒字化ということで、委員のご指摘のとおり、支出が２

００億円を越えたのは４年目にして初めてです。 

        ところが、累計でみますとまだ十数億のマイナスで抑えてきたという経

営的な判断があります。 

        一方で収入の方は初年度から２０５億ということで、５億、１０億、１

４億、２１億ということで、結果的には抑えるところはずっと抑えてきた

のですが、まさしくご指摘のとおり今年度は２００億を超えてプラス７億

円となった。 

        下の方を見ていただきますと、経常利益はだいたい１３億から１５億と

いう感じです。平成２２年度、平成２３年度の純利益が減少をしたのは、

移管職員の退職給付引当金、１８億か２１億を前倒しして積み上げたため

です。 

       今年度は、経常利益は１３から１５億ですが、先ほどからお話がでてい

ます特損が６億３千万と、前倒しして３３名をプロパー化したものですか

ら、県からお金は入っていますけれども、退職給付引当金として２億２千

万に積み上げまして、合計して約９億が特損として出ています。 

       将来の職員のための退職給付引当金は経営にとって非常に大きいもの

で、心配なことですが、おそらくこれが最後です。 

       というのも、従来の計画では３～５名であったが、プロパー化をしない

と本当の意味の職員育成とはならないので前倒しして多く採用しました。 

       今後の見通しにつきましては、医療費改定の影響が大きいです。例えば

今後大病院にどのようにシフトするかですとか、正直言って読めません。

それから、出る方が十数億に伸びたということは、退職給付引当金もそう

ですが、給与を何らかの形で抑えてきましたが、増やしたいということで、

人件費については特定独法であり、公務員の枠を外れることが出来ないの

で、時間外や夜間の手当の引き上げ等を行ったことで給与のアップに努め

た。薬品費、材料費といった中では、パーセント的には給与費が一番上が

ったのではないかと見ています。 

       概略はそのようなものでございまして、見通しはこれからまさしく委員

の方に色々お知恵をいただき、これからの５年間の剰余金、借入額がどの

くらい必要なのか議論していきたい。また、この病院はお金が余っている
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のではないかと言われるが、この病院は５４０億の借金をして、手元資金

は２０億でスタートしたものですから、長期借入金は４４９億ありました。

法人が始まった時は３９６億の借金があったのですが、現在それは、それ

なりの努力をして３６４億には減ったのですが、これを後世に遺していい

かという議論は委員長、県には既にお話してありますけれども、その辺り

もぜひご議論いただきたいということで、今後ということでは、委員のご

質問に答えるひとつの材料になるかなとは思います。 

 

委員長：他にはよろしいですか。 

 

委 員：よろしいですか。 

確認ですが、医業収支に関して、２４年と２５年で９３から９０．２位まで昨年

度に比べ落ちているのは人件費の増加が原因と考えてよいですか。 

 

病院機構理事長：そうですね。ボリュームが大きいもので。 

 

委 員：今年度は多めに雇用したようですが、来年度以降の人件費、定員はどうなります

か。 

 

病院機構理事長：今後はあまり急激に増やすことは考えておりません。 

       具体的に申しますと、法人発足時には８９０人だったのが、現在は１０

００人を超えておりますので、企業体としては２００から３００人程増や

しました。個々に見ますと、薬剤師が１４名だったのを２８名に増員した

など倍になった職種もあります。 

       人員は大分かつてのものを取り戻したと思いますので、これからは仕事

量を検定しながらになりますけれど、今のところ昨年度、今年度のような

増員は考えておりません。 

 

委 員：医業収支９０％くらいが自治体病院としては中ぐらいの割合かなと思う。これ以

上下がってくるときついので、今後の見通しを確認したかっただけです。 

 

病院機構理事長：その辺の経常利益のデータが手元にあるのですが、大阪、神奈川、静岡、

山梨、秋田といった先行独法のなかで、医業収支比率、実質経常収支比と

もに山梨は４年間続けてトップです。 

       確かに、繰入金の比率が１６．４％と上から４番目に多くはありますが、

例えば静岡は収入における繰入金は２割、神奈川、長野は１／４くらいに

なっているということです。 

       これは、我々の側からしますと、第１期の中期計画のなかで、さらに事
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業拡大せよということで始めたものですから、繰入金の比率は少し上がっ

たのですけれども、医業収支比率、実質経常収支比の直近データはこのよ

うになっております。委員の方にも頭に入れていただいてご議論いただけ

ればと思います。 

 

病院機構理事：追加でよろしいですか。 

職員増については、昨年度は総人数で４５名増員いたしました。しかし、

今年度については退職補充が基本でございますので、ほとんど変わりないと

思います。 

 

委員長：他にご質問はありますか。 

 

委 員：よろしいでしょうか。 

細かなことですが、医業費用のなかで金額の大きな項目のひとつとして減価償却

費というのがありまして、Ｈ２４年度、Ｈ２５年度とも２５億程度となっています

が、今年度の２４億９６００万円というのは、業務実績報告書のなかに情報システ

ムの投資として１２億円と記載されており、恐らくこれは電子カルテのことかと思

うが、業務実績報告において６年経ったため１２億の投資とあるが、年の償却は２

億くらいかで乗っかってくるようなものなのですか。 

 

病院機構理事：機械備品のうちの相当分なのでそこまで多くないです。２５億円というの

は建物と機械備品併せての金額であり、建物は４０年、医療機器は５年～８

年で償却していきますので、今の新しい病院が平成１３年、１７年に完成し

ていますので、次期中期計画期間にピークとなり総額３０億円程度になると

見込んでいます。 

 

委 員：短期的にはそんなに増えていくことはないのですか。 

 

病院機構理事：次期の３０億円程度が天だと思います。今年度も２５億円位になるかと思

います。 

 

病院機構理事長：電子カルテについては、富士通との契約がありまして、毎年約１億５千

万です。 

       ただし、今度は入れ替えがありまして、ＸＰの件もありまして、１２億

円というのが発生したのですが、これは当初の中期計画に入っていません

でした。 

       ですから、この１２億円は今後の減価償却に影響してきますが、今のと

ころは吸収できています。 
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       また元に戻りますと１億４千万から１億８千万くらいです。 

 

委員長：他によろしいですか。 

 

委 員：よろしいですか。 

運営費負担金の収益が３４億あるのですが、この内訳はどこかに記載されている

のですか。 

 

病院機構理事：お示しした資料に記載はございません。大まかな内訳は企業債の償還が１

８億、政策医療が１７億程度で、現５年間ではほとんど変更はございません。 

 

病院機構理事長：運営費負担金というのは総務省のルールに従って頂いています。 

ここを立てるために５００億かかりまして、昔は２／３、現在は１／２

を県が負担しています。平成１０年からの１６年間で見ますと、極端に収

入があったのは平成１６年でして、３９億１千万入っています。 

また、地域再生などの補助金の上乗せもあります。今度の中期計画はこ

れらを考慮してどのように予算を組むかということだと思います。 

 

委 員：建設改良、政策医療の負担金についてはほぼ一定だということでよろしいですか。 

 

病院機構理事：はい。変わりありません。 

 

病院機構理事長：これは５年間のルールですが、ご存じのように第１期の時に予算拡大を

しましたので、そこが少し変わりましたが、基本的には５年間は動いてお

りません。 

 

委 員：普通に考えると、総務省の運営費負担金基準のほぼ満額を出す計算、最初の頃は

経営がすごく悪かったので、MAX に近い額を出していたと思うのですが、他の独

立行政法人とかを見ると負担金については、出来るだけ見直すというか減らすとこ

ろもあるが、今後はどのように考えていますか。 

 

病院機構理事：政策医療に関しては、周産期など積算について県で修正をしているため、

目一杯出されているわけではありません。 

 

病院機構理事長：安易に変えているのではないかと私も考えていたのですが、ただ、２／

３ルールの時代のものはだいぶ減ってきましたので、今後は安定した範囲

で計画が立てられればと思います。 
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委 員：医大は政策医療という名目がないので、建物も自分たちで借金を払わなければな

らないので、今後中期計画を考えるうえでは、負担金の問題は上げるにしても、下

げるにしても議論しておかなければならない。 

 

委員長：その辺につきましては、次期中期計画が議題となる評価委員会で、機構の現状な

どの共通認識をもってご議論いただければと思います。 

    ほかに何かございますか。 

 

委 員：よろしいですか。 

貸借対照表をみると、長期に分類されている投資有価証券が５０億円で、流動資

産として現金及び預金、短期の有価証券が１０８億円、合計して余裕資金を約１５

８億円程度お持ちだと思いますが、多額の借入金を背負っているのも分かりました

が、どのような目的で使うのですか。 

 

病院機構理事：今委員がおっしゃられた現金のなかには、退職給付引当金として積んであ

るものがありまして、９ページの退職給付関係にありますが、６０億は退職

給付引当金として確保しなくてはならない現金になります。ですので、一般

の貯金としてとっておくのではなくて、適切な運用のなかで機材等を買って

いったりして処理をしていますが、残りの現金については利益の積立として、

５ページにありますが、利益処分に関する書類の案として、約７億円ありま

すが、この時点で、貸借対照表にあるなかで次期の支払いなどに充てるもの

もあり、必要な経費として確保しています。 

       決して、バブル的に現金が貯まっているだけではなくて、使途があって貯

めておかなければならないものが貯まっているという状況です。 

 

委員長：部長から何かあればお願いします。 

 

福祉保健部長：減価償却を行うとそれだけ固定資産が減りまして、その分流動資産が増え

るという関係にございます。これはご存じのとおりです。 

従いまして、そこで出てくる流動資産としての現金については何らかの形

で色づけをし、将来の建て替えなどのために保有しておく必要があると考え

ています。 

ご指摘のあった１５０億のなかには、理事もおっしゃっていましたように、

退職給付引当金が約６０億弱入っておりまして、ここは使途が全く決まって

いない資金としての現金が貯まっていることではないと考えております。 

費用として、減価償却は計上して、それを差し引いた分が流動資産として

残っていく、なおかつそれでも残った分は利益剰余金として、６億６８００

万くらいありますが、これにつきましては、今回は建設改良積立金という形
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で処分をしたいと書類上お願いをしておりますので、確かに現金ベースで１

５０億はありますが、そのほとんどは将来の使途が決まっている、色づけが

されているものでございます。 

それをこのまま病院の中に残すのか、一度県の方へ引き上げて県が持って

おくべきかという議論としてはあるかもしれませんが、個人として思ってお

りますのは、費用として病院会計に計上した結果、流動資産として持ってい

るものを県が吸い上げるのはいかがかな、と思っております。 

 

委員長：はい。他にございますか。 

 

委 員：よろしいですか。 

特定共同指導について確認したかったのですが、ＩＣＵとか、届け出るときにす

ごい確認してから出していると思いますが、３年間というかなりの期間、そういう

状態だったということで、今までＩＣＵなどの体制について確認する体制はなかっ

たのか、それとも理解できる人がいなかったのか、そのあたりはどのようにお考え

ですか。 

 

病院機構理事：よろしいですか。 

委員がご指摘のとおり、厚生局には毎年実施状況の届出をしております。

そのなかでは、今回の特定共同指導のような指摘はございませんでした。今

やっているかたちで正解だという理解をしておりました。そこで齟齬が生じ

まして、今回の６億円のうち２／３の４億円ということで、以下については

２０００万円台、１０００万円台の細かいものが積み重なったものになりま

す。 

ＩＣＵについては、委員もご承知のとおり施設基準だけでなくて、その他

カルテ等の不備があった。病院機構としては診療報酬請求上の話ではありま

すが、認識不足、勉強不足だったと考えています。 

 

中央病院院長：追加させていただきますけれども、ＩＣＵの環境については、日直の夜間

は体制が整っていましたが、平日の日勤時は医師が院内にいるので敢えてＩ

ＣＵにいる必要はないと判断しており、特定共同指導が入る２年前の厚生局

の指導時にも指摘はなかったので、平日の日勤時にも常駐が必要であるとの

認識はなかったということです。 

 

委 員：すごい僕らも大変なので、そのあたり確認しなくてはならないと思います。 

あと、細かくてすいませんが、他は１０００万、２０００万台なので、例えば安

全対策計画書の作成不備などかと思うのですが、これは３年間でこの金額ですか。 
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中央病院院長：医療安全は３年間です。 

 

委 員：１年間にすると１０００万弱かと思いますが、どれぐらいの割合で作成していな

かったのですか。 

 

病院機構理事長：様々でございまして、１％もありますし、９０％もありますが、額で見

るとそういうことです。抽出作業も行いました。例えばレントゲンですと

月３００００件くらいありまして、それを全部抽出してパーセンテージを

だしています。自主返還ですので。 

 

委 員：わかります。自主返還なので、その１０００万弱がどの位の割合なのか知りたか

っただけなので。 

あともう１点よろしいですか。 

救命救急入院料４というのがあるんですが、救命救急センターはすごく頑張って

いらっしゃるところなのでいいんですが、その指摘は看護師不足を指摘されたとい

う理解でよろしいですか。 

 

中央病院院長：ＩＣＵの基本料をとるためには、無菌でなければいけないのですね。いわ

ゆる集中治療管理室をとるのと同じような状態にしないといけない。ですが、

うちの救命救急センターはそのような構造になっていないので、集中管理料

というのはとれないんです。 

 

委 員：もともと間違っていたものを出していたということですか。 

 

病院機構理事：実は、この病院を建設した当時、救命救急の施設基準を満たすためには、

委員長がおっしゃったように、無菌室でなければならないところを、一部だ

け無菌室にして作りました。それの方が対応できるだろうということで、医

師、看護師の配置基準もそのとおりやっているのですが、施設自体がその当

時から基準を満たしていなかったということで、今はＨＣＵの基準で救急を

計算しています。 

 

委 員：要するに、看護師の人数が少ない体制で救命救急センターというすごく忙しいと

ころを耐えられるかどうか聞きたかったのですが。人数は２対１ですか。 

 

病院機構理事：２対１です。同じ基準なのですが、救急患者が多い日に微妙に２対１に届

かなかった日があったということです。 

 

委員長：今回の指摘は形式的なものが多く取り上げられ、実態とそぐわない基準が適用さ
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れたりと、色々難しいところがあるかと思うのですが、先ほど院長がお話されたよ

うに、前回の時は、多少対象は違いますが、検査当局が指摘しなかったことが、今

度は指摘をされるようなことがあって、今後も検査があったときに、さらに思って

もいないところでさらに不備が指摘されたりすることもあると思うんですね。 

色々な形で情報をとったり、対策を考えなければいけないのですが、現在可能な

対応策はどのようなものがありますか。 

 

中央病院院長：医師、医事課などの７～８名のメンバーで施設基準の虱潰しをやろうとい

うことになりまして、月１回会合を持って、毎回１０箇所程度の施設基準を

チェックして、当院がそれに合っているかを確認しています。 

 

委員長：基準については、常に当局から出されている訳ですよね。 

 

中央病院院長：非常にそれが微妙でして、ＩＣＵの件も、「ＩＣＵの専任医師」と言われて

いるのですが、「専任」という考えはそこに５０％程居ればいいという考えな

のですが、それに対して８０％以上居なければならないのは「専従」という

標記なのですね。「ＩＣＵの専任」という基準をどのように考えるのか、５０％

以上居なければならないのか、８０％居なければならないのか解釈について

微妙な所があり難しいところがあると思っています。 

 

病院機構理事長：基準は多く、非常に小さな字で書いてあります。紙の裏を読まなければ

ならない部分もあると思います。今回の本省から来た指導は３０年ぶりで

して、ローカルの方は来ているのですが、施設基準などの大元を指摘され

たことはありません。 

ただ、ひとつあったのは、入院診療計画書というのがございまして、全

ての項目を書かないとアウトなのです。例えばチェックではダメ、医師の

名前をはんこにした時は印鑑を押す、ただし手書きの場合印鑑は不要など、

そういうルールを含めて言われたとおりにやらなくてはならないというの

が分かりましたので、現在対応しています。 

 

委 員：地方独立行政法人法が改正となって、中期計画が終わった段階での剰余金に県か

らの出捐金があった場合、それが不要であれば返すというようなルールに変わった

ようですけれども、現在の県からの出捐金がいくらかというのは、貸借対照表で見

ると純資産の部の資本金と資本剰余金の合計で約２億７千万位が県からの出捐金と

いうことでよろしいですか。 

 

病院機構理事：資本金と設立時の現金もございますので、一概に今回の配布資料からは読

み取れないのですが、委員がおっしゃった４月１日の改正については、今、
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機構で考えている範疇の話とすれば、先ほど言いました医師宿舎、物として

いただいた飯田にある３２００㎡くらいの土地、評価額１億１千万程度、が

あります。 

それから、法人の設立時のもので対象になるものですと、退職給付引当金

部分を除く現金、有価証券が４３億円くらい、それと運営費負担金のうち、

借入金の償還分、これは厳密に言えばそうですけど、地方自治法の範疇でい

けばそういう話になりますけど、これはもう償還しておりますので問題ない

かと思います。設立時の現金、預金につきましても、退職給付引当金を除い

た部分の積立金と、支払い不能の現金もその範疇に入ってしまいますけど、

そこにつきましてはあれですが、機構とすれば使途を明記するなかで、県と

も協議いたしまして返すべきものは返すということでございます。 

 

委員長：事務局の方で、今のご質問に対して何か補足いただくところがあればお願いしま

す。 

 

事務局：制度上ですけれども、県の出捐金に該当するものとしましては、独法移行時に資

産として機構に承継しました有形、無形固定資産、その他流動資産が該当しまして、

土地、建物といった有形固定資産については基本的に病院業務に使用されていると

考えています。その他の飯田の土地については今後検討が必要ということも認識し

ております。 

また現預金、有価証券につきましては、独法設立時に現金、預金として５２億７

千４百万円余り、有価証券として３０億円余りを法人に承継しておりまして、独法

移行時には現金、預金、有価証券が８２億７千４百万円余りとなりまして、このう

ち退職給付引当金分が３９億７千３百万円となります 

８２億７千４百万円余りの現金、預金、有価証券のうち、県が使途を定めて機構

に承継しているのは退職給付引当金となっています。 

 

福祉保健部長：いずれにいたしましても、今回の法改正は独立行政法人の手元に使い道が

特に定まっていない、不要なものを置いておく必要はないという考え方でご

ざいます。 

基本的には、先ほど申し上げましたとおり現金ベースにいたしましても、

減価償却相当分とか、将来のための色づけをされたものと考えておりますの

で、さらに精査を重ねはしますけれど、この時点で県へ引き上げなければな

らないもの、該当するものはないと考えております。 

 

委員長：ありがとうございました。 

    大体質問をいただいたと思うのですが、全体の時間の関係もございますので、こ

の部分につきましては、以上をもって終了させていただきたいのですが、冒頭事務
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局から説明がありましたように、委員会としての意見書を取りまとめて知事へ報告

するという手順がありますので、意見書の案を事務局から配布していただきます。 

 

（意見書（案）配布） 

 

委員長：今、各項目について、質問、意見交換がありましたけれど、全体的には内容その

ものについて特に変更を求める部分はなかったかと思いますので、今回の財務諸表

につきましては、意見書に出されていますように、記のところにありますが、平成

２５年度財務諸表につきましては特に意見の申し出はないという形の意見書とした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

委員長：それでは、財務諸表につきましては、ただいまの意見書の内容をもって県に報告

をしたいと思いますので、福祉保健部長にはよろしくお願いいたします。 

 

福祉保健部長：ありがとうございました。 

県としましても、財務諸表を承認する形で手続きをとらせていただきます。 

ご検討ありがとうございました。 

 

委員長：それでは、続いて議事を進めたいと思います。 

続きまして、資料５に基づきまして、平成２５年度業務実績報告書の内容につい

て病院機構から説明をお願いいたします。 

 

病院機構理事：２５年度の業務実績及び法人としての自己評価について説明します。 

       評価項目は全部で４１項目ありますが、時間の関係もあり、また、委員の

皆様方には事前にご覧頂いておりますので、本日は、私ども法人として、実

施状況が特に優れている「Ｓ」の評価をした項目、優れているとした「Ａ」

評価の項目をベースに説明させていただきますのでご了承願います。 

５Ｐをお願いします。 

医療の提供、政策医療についてであります。 

まず、（１）「救命救急医療」についてであります。自己評価は「Ｓ」であ

ります。救命救急センターでは、平成２５年度の患者数が２，８４０名と、

地方独立行政法人化した２２年度の約２．５倍の患者の治療にあたりました。 

また、２４年４月に運航を開始したドクターヘリは、出動件数が５０２件

と、２４年度から３割以上増加しておりますが、搬送時間は約１０分と、２

４年度から約１分短縮しており、救命率も９０．０％と、２４年度とほぼ同

様の水準となっております。 
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ドクターカーによる救命救急活動も、出動件数が６９５件と、２４年度の２．

６倍に達しております。 

さらに、ドクターヘリの広域連携につきましても、昨年１２月、神奈川県、

静岡県と３県間で基本合意に達し、現在、運用マニュアルの策定等を行って

おり、本年８月１日から運航を開始する予定となっています。 

そのため、自己評価は「Ｓ」としました。 

６Ｐをお願いします。 

（２）「総合周産期母子医療」についてであります。 

ハイリスクの妊婦、新生児の最期の砦として、国立甲府、山梨大学附属病 

院と連携し、その役割を果たしています。１，５００ｇ以下の新生児の入院

患者数は減少していますが、毎年、県内の対象患者のほとんどを中央病院が

受け入れていること、また、救急搬送依頼実績は、母体、新生児ともに高い

水準となっています。 

また、ＮＩＣＵでは、入退院支援コーディネーターを配置し、１４５件の

退院支援を行いました。 

こうしたことから評価を「Ａ」といたしました。 

次に、（３）「がん医療」についてであります。 

         がん医療につきましては、平成２５年１月、通院型の化学療法を行う通院

加療がんセンターを開設し、さらに、同年４月に開設したゲノム解析センタ

ーにおいて、１１月から、乳がん、卵巣がんの患者について遺伝カウンセリ

ングを開始するなど機能強化を図っているところです。 

さらに、本年１月に厚生労働省から交付された「がん診療連携拠点病院等

の整備に関する指針」では、当院が指定を受けている「都道府県がん診療連

携拠点病院」の指定要件が変更されましたが、がん相談支援センター、緩和

ケアセンターの設置など指定要件を満たす取り組みはもちろん、さらに、が

ん医療を強力に推し進めていくため、今年度から、化学療法科、緩和ケア科、

放射線治療科及びゲノム解析センターを医療局から分離し、がん相談支援セ

ンター機能を併せて院長直下の組織として「がんセンター局」を新設し、そ

の長として局長を配置するともに、がんセンター長、緩和ケアセンター長を

配置することといたしました。 

また、県民向けのがんセミナーやシンポジウムの開催、患者の状況や意向

を踏まえた治療を行うためのキャンサーボードの開催などに病院を挙げて取

り組んでいることから、自己評価を「Ａ」としました。 

８Ｐをお願いします。 

（６）「感染症医療」についてです。 

中央病院は、危険度が極めて高い感染症であるエボラ出血熱やペストなど

の７疾患の患者を受け入れられる感染症病床を２床有しており、県内唯一の

結核病床２０床を有しています。 
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そうしたことから、県内で唯一「第一種感染症指定医療機関」に指定され

ており、１類感染症や新型インフルエンザ等の患者を受け入れられる体制を

常に整えております。 

また、平成２５年度は、外部に空気が漏れない陰圧個室を使用する必要が

ある重篤患者等８名を入院治療いたしました。 

さらに、医療安全管理室に感染症専従看護師を配置し、院内の感染症対策

の強化を図っています。 

こうしたことから、自己評価を「Ａ」としました。 

９Ｐをお願いします。 

北病院における「精神科救急・急性期医療」であります。北病院では、精

神科救急・急性期医療などの充実を図るため、恒常的に満床状態であったス

ーパー救急病棟について、増加する救急患者等に対応できるよう、一般開放

病床数を減らし、作業療法棟をスーパー救急病棟へと全面改修して精神科救

急の病床を増床する増改築工事を行い、平成２５年５月から稼働しています。 

また、スーパー救急病棟等の規模拡大を図り、救急患者等の受け入れに鋭

意努めたことから、「Ａ」評価といたしました。 

次に、その下段の（８）「児童思春期精神科医療」についてであります。 

北病院では、思春期病棟が常時満床状態で、増加する入院患者に対応しき

れていない状況にありました。 

そこで、児童思春期精神科医療の充実を図るため、思春期病棟を１０床か

ら２０床に増床する増築工事を行いました。 

こうした規模拡大により、思春期病棟への入院患者に対し十分な対応が可

能となったことから、「Ａ」評価といたしました。 

１０Ｐをお願いします。 

北病院における政策医療としての「心神喪失者等医療観察法に基づく医療」

であります。平成２２年７月、医療観察法に基づく指定入院医療機関となり、

多職種医療チームによる充実した医療を提供しています。 

また、北病院への指定通院者は増加傾向にありますが、対象者の社会復帰

に鋭意取り組み、退院して指定通院となった対象者に最適な医療を提供して

いることから、「Ａ」評価といたしました。 

１１Ｐをお願いします。 

（１０）「医師の育成・確保」であります。 

医師の育成、確保の観点から、研修医、専修医（後期研修医）の確保につ

いて積極的に取り組んで参りました。 

免許取得１、２年目の研修医については、都内における説明会の開催や宿

泊を伴う病院見学会など精力的な活動もあり、平成２６年度研修医定員１６

名に対する応募者数は３４名で、１００％のマッチングを確保いたしました。 

また、後期研修医であります専修医についても募集活動を積極的に展開し、
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この４月には２１名を確保しております。 

こうしたことから、自己評価を「Ｓ」としました。 

１２Ｐをお願いします。 

（１１）「７対１看護体制の導入」であります。 

当院では、患者一人ひとりの症状に応じたきめ細やかな看護を提供するた

め、平成２２年８月から７対１看護体制を導入しています。この体制を継続

するため、看護師確保対策として、採用試験を７回実施し、平成２６年４月

１日採用の職員を５０名採用いたしました。さらに、正規職員の中途採用を

実施して８名を採用し、体制の継続に努めました。 

また、中央病院では、”早くきれいに治す”医療を全院挙げて行っており

ます。 

その結果、平成２５年度は、１日平均在院患者数が４６８人、平均在院日

数が１２．８日となっています。このことも７対１看護体制の維持に寄与し

ているものと考えております。 

こうしたことから、自己評価を「Ａ」といたしました。 

１３Ｐをお願いします。 

（１３）「診断群分類包括評価」、いわゆるＤＰＣの導入です。 

中央病院では、平成２２年７月より、ＤＰＣ制度を導入しており、ＤＰＣ

から得られる情報に基づき、当院と他のＤＰＣ参加病院の診療内容を比較し、

各種医療資源、処置、検査、投薬、手術等の投下状況の分析を行っておりま

す。このＤＰＣの分析データを活用して、クリニカルパスの設置や見直しを

積極的に行っています。 

平成２５年度は、新規入院患者数が２４年度に比べ２．０％増加したこと

に伴い、パス適用率は下がりましたが、パスの適用件数は増加しており、平

均在院日数の短縮などの効果が得られております。 

また、中央病院は、平成２５年度までの病院の取り組みが評価され、平成

２６年４月より、ＤＰＣ医療機関群のⅡ群に登録されました。 

今回、Ⅱ群に登録された病院は、大学病院本院８０病院を除く、全国１，

５０５あるＤＰＣ制度参加病院の上位６．６％にあたる９９病院のみであり、

中央病院はその中で機能評価係数Ⅱランキングで３１位となっています。 

このことにより、中央病院の医療機関別係数は、１．２６０１から１．３

０２７へと上がり、今後の診療報酬の増収にもつながることとなります。 

こうしたことから、自己評価を「Ｓ」といたしました。 

次に、１４Ｐ以降の、「県民に信頼される医療の提供」であります。 

「医療倫理の確立」など７項目があるわけでありますが、１５Ｐの（１８）

「患者サービスの向上」について、自己評価を「Ａ」といたしました。 

これは、最前線での患者サービスの向上を目的に、医師が総合案内に立ち、

看護部門等と協力し、患者の医療相談や案内を行うことはもちろんのこと、
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平成２４年５月からは、案内を午前１１時から午後３時まで延長しています。 

また、患者の満足度調査の結果、接遇や診療内容などについて、病院利用

者の約７割以上の方から「ほぼ満足」との評価をいただいています。 

山梨日日新聞のくらし面に、疾病等について、その症状、早期発見の手立

てや治療法などをわかりやすく解説する記事を隔週で掲載し、県民への意識

啓発などに努めています。 

以上のことなどから、評価を「Ａ」といたしました。 

１６Ｐをお願いします。 

中央病院では、平成１９年度から、従来の、医療の指示、実施内容等を電

子化した「オーダリングシステム」、診療報酬等の計算を行う「医事会計シス

テム」に診療結果等を電子化した「電子カルテシステム」を加えた総合的な

「病院情報システム」を稼働していましたが、その導入から６年経過したこ

とによる機器の劣化等への対応や、従来、紙で保存されてきたエコーなどの

自科検査結果の電子保存化などの機能強化のため、「病院情報システム」を更

新し、１月から稼働しています。 

また、カルテの記載方法について、診療録管理委員会が中心となって適切

な記載方法を院内に周知しております。 

さらに、特定共同指導での指摘事項などについて、情報整理や分析等を行

い、適切な対応を行っております。 

こうしたことから、「Ａ」評価といたしました。 

次に、（２０）「診療支援システムの充実」についてであります。 

北病院では、質の高い効果的な医療の提供、事務の効率化を図るため、そ

れまで導入していなかった、医療情報システムの構築を行いました。平成２

５年３月からシステムが稼働し、効率よく診療業務等が進められております。 

こうしたことから、自己評価を「Ａ」といたしました。 

１８Ｐをお願いします。 

（２３）「医療に関する調査及び研究」についてであります。 

法人化以降、治験に積極的に取り組んでおり、中央病院では、２５年度、

新規に１３件の治験を開始し、２５年度末で１９件実施中です。 

一方、院内的には、病院全体としての情報を共有する等の目的で創設した

「病院会議」の第２部において、各診療科の診療内容や治療成績に関する調

査研究が発表されております。 

こうしたことから、自己評価を「Ａ」といたしました。 

２３Ｐをお願いします。 

（２９）「災害時における医療救護」であります。 

中央病院では、２５年度も、休診日の１０月１９日土曜日に、大規模災害

時対応訓練を実施いたしました。院内職員約１５０名に加え、模擬傷病者等

として、ボランティア約１００名に参加していただき、患者の避難誘導訓練
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やトリアージ訓練などを半日にわたって実施いたしました。 

また、国際協力として、平成２５年１１月１２日、レイテ島台風災害救援

活動に日本医療団団長として医師を派遣したほか、平成２６年２月１４日か

らの大雪の際には、いち早く院内臨時災害対策本部を設置し、情報収集や大

雪のため通院が困難な透析患者を中央病院に搬送して治療を行うなどの対応

を行いました。そして、１７日月曜日には通常どおりの診療体制で診療にあ

たりました。 

こうしたことから、「Ａ」評価といたしました。 

２４Ｐをお願いします。 

（３０）「簡素で効率的な運営体制の構築」であります。 

先ほど、申し上げました、Ｐ１８の（２３）の「病院会議」ですが、院内

の重要事項や課題等、病院全体としての情報の共有化を図る中で、効率的な

運営体制を構築することを目的として行っております。引き続き、幹部職員

以外にも若手の医師や看護師なども傍聴者として参加しており、充実したも

のとなっています。 

北病院においても、諸問題について、課題の検討、経営分析や経営改善等

について協議する「院内連絡会議」を開催し、病院全体での情報の共有化を

図っています。 

また、機構として、病院業務に精通した職員体制を構築するため、職員の

プロパー化を推進していますが、各職種の職員採用試験の実施のほか、県職

員からの移行も前倒しを行い、体制の強化を図っています。 

がん患者の増加に対応し、質の高いがん医療の提供体制の確立を目指し、

がんセンターの機能強化を図る観点から、がんセンター局長を配置すること

や、救命救急センター長、周産期センター長、緩和ケアセンター長を配置し、

効率的な組織体制として充実いたしました。 

さらに、業務の集約化として、引き続き、薬品、医療ガスの購入、複写機

の賃貸借について、中央病院、北病院の契約を一本化して行っております。 

そのため、「Ａ」評価としました。 

２６Ｐの（３２）「経営基盤を強化する収入の確保、費用の節減」であり

ます。 

診療報酬請求体制の強化を図るため、医事課に診療報酬担当を設置し、担

当リーダーを配置しております。 

患者負担金の未収の長期化を抑制するため、受診から２か月後に納入通知

書を送付し、半年後には督促状を送付することとしております。そして、発

生から１年以上経過したものについては外部委託することとし、公募型プロ

ポーザルによって弁護士事務所に委託しております。その結果、平成２５年

度は、回収金額が前年比１９５．３％増の２，３７７万円の実績が上がって

おります。 
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また、薬品につきましては、値引率の競争性を確保するため、すべての品

目を購入順ごとに４つのグループに均等化して競争入札を実施するとともに、

全国平均値引率等を参考に価格交渉を行った結果、全国平均を１％以上上回

る値引率を確保しております。 

こうしたことから、「Ａ」評価といたしました。 

２７Ｐをお願いします。 

（３３）「事務部門の専門性の向上」であります。 

一般事務部門の職員については、独法化後１０年間で県派遣職員の解消を

行う計画を策定していましたが、早期に事務部門のプロパー化を図ることが

事務部門の専門性の向上につながることから、前倒し採用を実施し、充実を

図りました。 

こうしたことから、「Ａ」評価といたしました。 

２８Ｐをお願いします。 

「経営参画意識を高める組織文化の醸成」であります。 

先ほどの、中央病院での「病院会議」の出席率は、平成２５年度も９３．

５％と高率で、その充実が、正に、経営参画意識の醸成に繋がっているもの

と認識しています。 

また、中央病院では、各委員会への出席率も平均で２５年度は平均８２．

３％と高率であり、このことも職員の経営参画意識の表れと考えています。 

北病院においても「院内連絡会議」で課題や経営分析、経営改善等につい

て協議し、病院全体での情報の共有化を図る取り組みが行われているなど、 

病院全体の情報交換、共通認識の醸成を目的にしたこの会議において、各診

療科の稼働状況を提示し、その要因、対策を考えることから、経営改善、参

画意識の向上に繋がったと考え、「Ａ」評価としました。 

次に、２９Ｐ以降の財務状況であります。 

この中で自己評価を「Ｓ」にしていますのは、３０Ｐの（３６）「予算、

収支計画等」及び３４Ｐの（４０）「移行前の退職給付引当金に関する事項」

の２項目であります。 

先ほど、決算の説明でも申し上げましたが、純利益は６億６千９百万円と、

年度計画の９億８千５百万円から３億１千６百万円ほど下回っておりますが、

経営的には極めて健全な状況を維持しておりますので、高い評価をさせてい

ただきました。 

最後に、３５Ｐをお願いします。 

（４１）の「山梨県地方独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関

する規則第５条で定める事項」についてであります。 

中期計画の変更を図るなどして病院施設、医療機器等の整備を充実し、地

域医療再生交付金や補助金を積極的に活用して整備を進め、質の高い医療の

提供を図りました。 
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また、政策医療等を着実に実施するため、必要な人員の確保を行い、法人

化後、新たに３１１名の増員を図り、県民に信頼される医療の提供に努めて

います。 

こうしたことから、「Ａ」評価といたしました。 

以上、病院機構における平成２５年度の業務実績についての自己評価のう

ち、「Ｓ」及び「Ａ」と評価したものについてご説明いたしました。 

この業務実績報告書の内容は、いずれも、理事長以下職員一同が、山梨県

の基幹病院としての使命を十分に認識する中で一丸となって全力で取り組ん

できた成果だと認識していますので、評価のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

委員長：質疑に移る前に、先ほど省略してしまったのですが、評価を進めるにあたっての

日程について、事務局の方から資料４に基づいて説明をいただきたいと思います。 

 

事務局：それでは、今後の日程について簡単にご説明させていただきます。 

本日は第３回の評価委員会となりますけれども、地方独立行政法人山梨県立病院

機構の平成２５度財務諸表及び実績報告についてそれぞれ説明を病院機構から行っ

ていただき、ご審議を行っていただきます。 

資料６として評価シートを評価委員の方へ配布してございますので、今報告をい

ただきました内容について、質疑応答・議論の際にお使いください。 

資料６につきましては、７月２２日までの午前中までに事務局までお送り頂けま

すようお願い致します。 

第４回評価委員会は７月２９日に開催を予定しておりますが、項目別評価の質疑

応答・議論を行ない、項目別評価を確定するとともに、全体評価の検討を行い、業

務実績評価書の原案を作成します。 

その後、法人に業務実績評価書の原案を提示し、再度病院機構の意見を聞くこと

となります。 

第５回評価委員会は８月１９日に開催を予定しておりますが、法人の意見を踏ま

えて業務実績評価書を決定します。 

その後、業務実績評価書を法人に通知し、知事に報告するとともに、県ホームペ

ージにおいて公表します。 

以上で説明を終わります。 

 

委員長：既に委員の皆さまには実績報告書をご覧いただいてきていると思います。 

今、全体の説明がありましたように、Ａ項目以上の報告がありましたけれども、

実際にはＢ評価、あるいはＢからＡへランクアップしたもの、それから前年と同じ

基準で評価をしたものがそれぞれ機構の評価となっております。 

今日のところはそれぞれの項目について、疑問に思った点、確認をしたい点等含
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めまして、特に順番は決めておりませんので、お気づきの点を順次ご意見をお出し

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

委 員：よろしいですか。何点かだけ確認です。 

５ページの救急救命医療、すごく良いのですが、件数がドクターカーが非常に増

えてきたということがあるのですが、重症度は上がってきていますか、それとも軽

傷化してきていますか。 

 

中央病院院長：ドクヘリについては、毎年運航委員会というものを開催しておりまして、

今年も５月に開催したのですが、死亡例１０％、軽傷例もやはりありまして

１０％、ドクヘリで運んできたのですが、そのまま帰られたような例です。

そして５０％が重症でして、救命的な処置をしたりですとか、緊急手術をし

たりですとか。残りの３０％が中等度で二次救急に相当するような、入院加

療はするけれども、積極的な救命手段は必要としないもので、そのような割

合でした。 

ドクターカーについては、特に委員会等を設けていませんので、具体的に

どうなっているのかというのは分かりませんけれども、ドクヘリについては

前年とあまり変わりはありません。 

 

委 員：わかりました。 

それから、６ページの総合周産期母子医療について、新生児のうち１，５００以

下は分かるのですが、１，０００ｇ以下はどのくらいですか。 

 

病院機構理事：１，５００ｇ以下５１名と記載しているうち、１，０００ｇ以下は２０名

です。 

 

委 員：９ページでですね、北病院がかなり綺麗になって良くなったんですけれども、改

修後患者は増加しましたか。 

 

北病院院長：救急入院病棟が２つになりましたので、入院患者が６００から７３０名程度

とかなり増えました。平均在院日数も減って回転が良くなりました。大体想定

通りとなっています。 

 

委 員：１２ページの７対１看護体制の導入について、看護師は十分足りているというこ

とですか。着々と増えてきたということでしょうか。 

 

病院機構理事：当病院の体制でいけば、患者さんの数からいけば、７対１に必要な数は確

保されております。 
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委 員：わかりました。 

それから、１５ページの患者サービスの向上について、「患者満足度調査におい

て約７割以上の方が非常に満足または満足と回答している。」としているが、回答率

は２６．８％と低いのに、このように言い切ってしまっていいのですか。外来なの

で、もう少し数があってもいいのではないか。逆に言えば約７０％の人は回答して

くれなかったということですよね。 

 

病院機構理事：常に当院の医事課の職員が患者さんについておりますが、なかなか回答が

回収出来ないという面がありまして、確かに委員がおっしゃるように回答率

が７、８割あればいいのだが、２６．８％というのが現状になっています。 

 

委 員：はい。 

それから、１６ページですが、特定共同指導がなければ、診療情報の適切な管理

について A でいいなと思っていたのですが、ここのところどうなんでしょう。 

平成２５年は特定共同指導を受けた後ですよね。 

 

病院機構理事：平成２４年度の１月と３月に特定共同指導が入りましたが、今、ここに記

載しております診療情報の管理につきましては、電子カルテを平成２５年度

の１２月から稼働し、職員を増やしたのも平成２５年度の４月からとなって

いるので、機構では A 評価とさせていただきました。 

これは、特定共同指導をよそに置いてしまっている訳ではなく、それを含

めて体制を強化したことでご理解いただきたい。 

 

委 員：わかりました。 

あと、これも２６ページなんですが、経営基盤を強化する収入の確保、費用の節

減について、これは収入確保としていいのですが、１点教えていただきたいのです

が、後発薬品の品目数は分かるんですけど、金額ベースで何％くらいですか。 

 

病院機構理事：数値を確認しますが、実際問題としまして、１０月以降はＤＰＣの改正に

より金額として６０％以上を目指しております。 

 

委 員：ぜひ金額ベースで書いていただくといいと思います。 

 

委 員：１５ページに紹介患者についての記載がありますが、紹介率についてはどのよう

な比率で上がっていっていますか。 

 

中央病院院長：紹介率は２１ページにもあります通り、徐々に上がってきています。平成
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２５年以前は検診の結果を持ってきた場合も紹介率に入れていたので、あま

り数字に変化がないように見えるのですが、平成２４年以前はこれから－１

０％くらいが実態でして、平成２５年から検診の結果を持ってきた場合は入

れませんので、僅かではありますが、紹介率は徐々に上がってきています。 

 

委 員：１２ページの７対１看護について、看護師さん方の年休の取得日数、月の平均時

間外勤務数はどのようになっていますか。 

 

病院機構理事：年休の取得日数は、夏期休暇の５日間を除いて８日となっています。月の

平均時間外勤務数は、平成２５年度の看護部一人あたり６．９時間です。平

成２４年度は８．６時間ですので、２時間程度減っております。 

 

病院機構理事長：毎週、病棟毎のデータがあるのですが、今グラフ化しているものを用意

します。 

 

委 員：中期計画の中に、「適切な人事管理を進めていく」とあるのですが、このような

会議に看護部長がお出になっていないことが疑問に思っているのですが、どういう

ことでしょうか。 

 

病院機構理事長：今まで看護部に対する質問はあまりなかったものですから、次回から出

ていただきたい。私は出ていただくのはいいと思います。 

 

病院機構理事：評価委員会は経営部門の役員しか出ていませんし、看護部以外の部門も組

織としてはいっぱいありますが、参加しておりません。どの部門まで参加す

るか限定的でないので、看護部長を参加させるのかは考えてみたい。 

 

委 員：職員のうち、看護職員は非常に多くの数を占めるので、経営に大変大きく関与し

ていると思うんですね。その立場の人が責任を持って適切な人事管理をするという、

部署に責任を持たなければならないのではないかなと思います。適切な人事管理に

関して、年次休暇や時間外勤務は重点であるので伺いました。 

 

福祉保健部長：県側としても看護部の出席を要請しておりませんでした。看護部をこのよ

うな会議から締めだそうとは思っていませんが、財務諸表並びに業務実績報

告と、通常の経営状況のお話のみを想定していたものですかた、今回につい

ては敢えて出席要請をしておりませんでしたが、別段出席を拒むものでもご

ざいませんので、今後の状況を見て出席をお願いしたいと思います。 

 

委 員：看護部も甘えさせないで、経営に関して責任を持つという意識を醸成するために
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も、私も詳しい部分で分からないところもありますけれど、ここに来ることによっ

て色々と教えていただけるので、中央病院の７割以上の職員数を要する看護職員で

すので、そういう意味でも責任を感じさせて、このような場にも出させて主体的な

管理をしていただきたい。 

 

病院機構理事：わかりました。 

 

病院機構理事長：この会の出席は県が決められることだが、私は出ていただいた方がいい

かなと思います。 

ここで、２００９年４月１日から２０１４年６月３０日までの全病棟と

各病棟の平均時間外勤務のデータを作成いたしましたので説明させていた

だきます。 

実は、水曜日の朝９時半から、今申された看護部長、副部長、それから

医事課とこれを持ち寄って、しかも各科の師長さんと座って、１時間半く

らい各病棟の時間外についてどう取り組みを行っているかついて、話し合

いました。 

削減が目標ではなくて、プロとしても業務をどうやって遂行していくか

というアイディアをいただくために各科を見させていただきました。 

これを見ますと、やはり１Ｃのような救命救急は病院全体の忙しさを表

しているんですね。 

それから、これは看護部のご苦労もあるかと思いますが、忙しい所に配

置した場合に、たくさん配置されれば少し緩やかになるかと思うので、絶

対的なルールがないのですね。例えば、平成２１年の３５名体制だった期

間、次の期間に師長も変わりまして、看護師さんの数も３５名から４０名

と変わっているのですね。この辺が、数と仕事の時間外の量をどうやって

比較すればいいかが難しい。忙しければ配置が増える、しかし、もしかし

たら時間外が減るかもしれない、そうやってパラメーターが２つ３つ動き

ますので、なおかつ、師長さんが変わるということも１つの要素なのです

ね。その中で、平均より上がいいのか、下がいいのかというのは非常に難

しい問題があります。 

ただ、ご案内のとおり、これは我々にとって非常に大事なことです。い

つも指摘されてきましたが、単に時間外を減らせ、ではなくて、看護師さ

んとして、プロ意識の結果減るようなシステムが何か作れないかというこ

とで、私がいる時は毎週議論を重ねています。 

繰り返しになりますが、難しい問題です。少ない所では１７人で回して

いますし、多い所は４６人です。時間外問題は色々な有動的パラメーター

があるということで、どうやって攻めていいのか難しいところでございま

す。 
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委員長：非常に実情も含めて分かりやすい資料であると思います。 

    他にございますでしょうか。 

 

委 員：はい。よろしいでしょうか。 

２４ページの簡素で効率的な運営体制の構築という項目について、病院会議、院

内会議で非常に重要な会議として位置づけられていることが分かりますし、情報共

有が図られていることも分かるのですが、中期計画、年次計画では「権限配分」と

いうことが書いてありますね。 

権限配分というと、普通は理事長さんや院長さんが持っている権限を下の管理者

に委譲されて、より現場に近いところで意志決定が行われることをいっているかと

思うのですが、そういう面で見ると、情報共有も広い意味で言えば効率的な運営体

制の構築となっていると思いますけど、権限配分とは少し違う気がします。その辺

はいかがですか。 

権限配分ということを実際お考えになって実施したら、その後はもうやらないで、

情報共有ということで進めていくのでしょうか。 

  

病院機構理事：業務に関する権限は各セクションの長に配分しています。 

病院会議は予算作成や人事管理の際に参集されるが、その前段階について

は各所管で扱っておりますし、当然看護部長も、専門の分野についてはその

病棟の看護師長にお任せしています。そういう面で見れば、権限配分は必然

的に行わざるを得ない部分もあると理解しています。 

 

委 員：中期計画期間中に権限配分が進んだものはありますか。 

    今のお話ですと、始めから権限が設定されているように思うのですが。 

 

病院機構理事：当初の病院以降、セクションで各種委員会、組織を１０ぐらい増設してま

いりまして、その中で一人が問題を認識して方向性を示すのではなくて、色

んなセクションから人が集まる委員会の中で課題を揉んでいただいて方向性

を示しています。そういう意味では委員会に権限の委譲をして、例えば色々

な必置でやらなければならない委員会の他にも、今回の特定共同指導で、全

面的に副院長２人、医療局長、それから外科部長の４人が先頭に立って、事

務職員も付きながら各病棟を回るということもお任せしています。そういう

事で言えば、委員会、組織に委譲をしております。 

 

委 員：そういうことが平成２５年度中にもあれば、実績報告書に記載をお願いしたい。 

    もう一点、２８ページのメリットシステムについて、導入を検討されているとの

ことで、中期計画にもメリットシステムを導入するとありまして、今年度も（１）
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の最初のところに導入の検討を行う、とございます。 

色々とご事情もあるかと思いますが、今はどのようなことを考えてらっしゃいま

すか。 

 

病院機構理事：当機構が、先ほどから収益がいいという話のなかで、その収益をどこへ分

散させていくのか、というお話で、先ほどから理事長が説明していますよう

に、平成１０年に工事を始めまして、恐らく平成５０年くらいにはこの建物

を更新しなければならない、そこに集約しようということがありますけれど、

その中でメリットシステムについて、上がった収益をどこに傾注していくの

かという話のなかで、今の段階では明確に示しておりませんが、ある領域の

職員の業務の軽減に繋げるような、職員の増員、配置を図っています。 

楽をさせている訳ではありませんが、４年間で中央病院、北病院において

３００名の増員を図って、各分野相当の職員を増やして参りまして、そうな

れば一人あたりの時間外も削減され、ある意味では職員のメリットになると

考えています。 

       また、現実問題として、メリットシステムで与えたという実感がないかも

しれませんが、例えば手当の引き上げをするとか、昨年度機構のなかでは県

庁と同じように給与カットの話がございましたが、医業職員については給料

カットをせず、ということで、それが全てメリットとは言いませんが、やは

り収益が上がった部分をいかに還元するかがメリットの１番の話になんです

けど、職員の業務の簡素化出来るところに力を入れ、側面的に応援している

ところです。 

メリットシステムをきちっと構築しなければならないと思っているが、ど

こから手をつければいいか迷っており、現実的にはこれがメリットシステム

である、というものはございません。 

  しかし、職員が働きやすい職場となるには、支援を導入することは必要で

あると考えています。 

 

病院機構理事長：よろしいでしょうか。 

メリットシステムというのは、私にも分からないのですが、イメージで

は、よく働いている人に給与や福利厚生面で報いるということだと思いま

すが、もうひとつ考え方があると思います。 

戻って恐縮なのですが、例えば、あまり忙しくないように見える所がメ

リットを与えるのか、そこがもしかしたらそこが病院の平均値より時間外

勤務が下回ったからメリットを与えるのか、逆に、そこは人をオーバーに

配置しているので、与えないのか。これが非常に難しいんです。 

１，０００人以上の職員個々に報いるのはなかなか難しいんじゃないか

と思ってるんです。ですから、むしろグループとして報いる、先ほど救命
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救急の話が出ていましたが、そうなると三次救急を頑張っているのですが、

二次救急も頑張っている、普通の風邪を引いた人にも頑張っていると。そ

うなると今やろうとしているのは、お金でなく場所を与えるということで、

例えば売店を移して、二次救急と分けた改修をし、そこに二次救急でも対

応できる患者さんは回して三次救急の先生方に楽をしてもらうとか、内視

鏡の手術がこれから外科で導入されてくるのですが、そうなると単科では

なくなり、肺外科も食道も泌尿器も婦人科も使います。そうなりますと、

手術場にお金をかける。それは、外科系が頑張っているので、そこに一種

のメリットを与えると、そういう発想のメリットシステムがあってもいい

のではないかと思っています。 

いつもこれを見ながら、どうしてもイメージ的には個々の方に返すとな

っているのですが、とりあえず今、思いついて出来るのはそのようなとこ

ろかなと思っています。 

 

委員長：他によろしゅうございますか。 

ないようでしたら、私の方から少し確認をさせていただきます。 

８ページの６ 感染症医療について、患者に対する病床の確保は大分整備をされ

てきたと思うんですけど、実際に平成２５年度の中で治療の中身において評価を上

げるに至った内容はどのようなものと理解すればよろしいでしょうか。 

 

病院機構理事：数字上でしか申せませんが、確かにうちの病院としましては、感染症病床、

それから結核病床を３６５日確保しておりまして、たまたま平成２５年度に

つきましては延べ入院患者数が１，６５５人と少ないということはございま

すけど、先ほど説明しましたように一類感染症患者とか、新型インフルエン

ザの患者を常に受け入れられる体制を整えていると理解しておりますので、

昨年のＢ評価からＡ評価というふうにいたしました。そこでは陰圧の個室の

治療など、特殊なこともやっておりますし、ここの患者さんも増えましたけ

れど、全体として確保しているということの評価と、突然来ても対応が出来

るということの評価を示したつもりでございます。 

 

委員長：わかりました。 

それと、１３ページの１３のＤＰＣの導入の部分についてですが、先ほども一部

確認があったと思うんですけど、全国の中でも相当上位のランクの評価となってい

るが、比較の中での評価のポイントとしては、どのような点で高い評価を得たので

しょうか。 

 

中央病院院長：２点、別に考えてほしいのですが、ＤＰＣ病院というのは３つの群に分か

れておりまして、１群というのは特定機能病院、大学病院で、２群というの
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は今回我々が入った群で今回は９９病院、それ以外が３群となります。 

この群はどうやって分かれるかというと、複雑な計算があったりするんで

すが、そうは言っても、非常に高度なことをやっている、効率のいい治療を

している、複雑な治療をしていると認められると２群となります。 

もうひとつ、ここに書いてありますランキングについては、ＤＰＣの機能

係数というのが１、２とあるのですが、機能係数の２というもので、これも

６つくらい項目があって、それで各々評価されていきます。そこからランキ

ングがずらっと出ます。 

１群、２群、３群というのと、このランキングではちょっとニュアンスが

違ってきます。ランキングだけで見ると、３群の病院でも非常に高いところ

もあるのですね。これが少し分かりにくいのですが、そうは言っても２群に

入るということは特定機能病院を除いた９９の病院ということになります

ので、それなりの医療を行っていないと２群には入れないのですね。毎年３

分の１程度くらいが入れ替わっている状況です。 

 

病院機構理事長：加えますと、都道府県で２群病院のない所は１６あります。山梨もその

ひとつだったんですけども、２群に入ったということです。 

今、院長が話したように、全体の２群か３群に入るのか数字は出ていな

いのですね。入院患者さんの診療の密度とか、手術、研修医の評価とかで、

機能係数２ということで順番付けがされている。 

ですから、例えて言いますと、熊本済生会というのはナンバーワンです。

非常に高密度な医療を行っています。一方、比較的著名な聖路加とか、虎

ノ門は３１より下なんですね。それから、多分地域性、地域医療ですね、

救急、研修医の数が大きな要素となっていると思います。 

ですから、この病院に要求されるかなりの部分、地域医療、政策医療、

一般的な医療、手術の難易度といったものが大体包括されています。その

辺がパラメーターで順番が決まってきます。 

ただ、先ほど院長も言いましたように、１群というのは大学病院の本院

なんです。２群というのは、大学病院の本院に準ずる病院。ですから、そ

れ以上のところを９９病院としています。その中の３１位です。昨年は９

０病院でした。それ以外は３群でして、昨年までは３群でしたが、全国で

１，５０５病院あります。多分、３群のなかでの我々の今までの順位とい

うのは、その中の１２３位から３００位くらいのところだったということ

です。 

 

委員長：今の水準を維持すれば、これからもこのポジションでいられるのですか。 

 

病院機構理事長：ただ、これはＤＰＣのためのお金を頂くための係数で、ランク付けをし
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ますので、ショック緩和措置といいますか、移行措置がありまして、４％

だけ収入の上乗せが自動的に出来ます。もう少し続けますともっと上がる

可能性があります。このような中で計算しますと、１億５千万くらいは同

じ医療行為を行っても、係数が４％増えましたので、このくらいの増収は

見込めると。 

        ですから、収入のパロメーターを使ってランキングをつけていると、推

定ですけど、これらを用いて将来医療費の抑制の方向に使うときのパロメ

ーターになるんじゃないかと思っています。 

 

委 員：２群に入ること自体がすごいです。係数は色々なパロメーターがありますが、２

群になること自体がものすごい難しいので、その点では評価してもいいんじゃない

でしょうか。 

 

委員長：それから２６ページの項目３２の経営基盤を強化する収入の確保、費用の節減に

ついてなんですが、未収の部分というのは、救急で来院された患者さんの比率が割

合高いんでしたっけ。確か前にそのようなことをお聞きした気がするのですが。 

 

病院機構理事：今、データがございませんが、確かに救急で来られた患者の収入といいま

すか、支払いの率は低いです。他の科に比べますと。 

 

委員長：一般的な感じで言うと、２ヶ月後に通知をして半年後に催促するというのはテン

ポが少しゆっくりだなという印象を受けますが、それが実態としてはそうでもない

よ、ということで設定しているのか、どんなふうに認識したらいいですかね。 

 

病院機構理事：今の基準ですと、請求をすると２ヶ月後というのが昔からの状態ですが、

今は昨年度から即日会計というものを実施しておりますので、推進すること

で、先ほど理事長から時間外の話もありましたが、その会議のなかで各病棟

の各師長さんの方に、即日会計を進めましょうということで、病棟に関しま

しては現在８割以上が即日会計となっておりまして、残りにつきましては土

日の会計をどうするかということで今検討しておりますので、極力ロスのな

いようにとっていこうとは思っております。この２ヶ月というのは、うちの

請求の基準に則っております。 

 

病院機構理事長：おっしゃる通りでして、実はウィークデーの退院は８５％くらいまで即

日会計となっております。ウィークエンドが全体の３、４割あるんですけ

れども、そこが一切今のシステムがとれません。 

平日の残り、１５％くらい残ったものと、週末の１００％というのを、

患者さんも自発的に持ってこられるのですが、それは後追いの待つ期間、
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つまり即日会計をしない、あるいはウィークエンド会計をされない方の請

求がご指摘の期間になってしまったということですので、あまり早くして

しまいますと、払うつもりの方もいらっしゃるので、すこし間があります

が、未収金問題は週末の会計分をどうするかということに焦点が絞られて

きました。 

 

委員長：次の２７ページの３３の項目で事務部門の専門性の向上ということで、専門のプ

ロパー職員も大分増員をしたりして、要員的にはかなり整ってきたのではないかと

思うのですが、実稼働という点ではどのように評価をしておられるでしょうか。 

 

病院機構理事：本当のプロパーでプロというのはまだですけど、今のうちから、この病院

は設立して、独立行政法人になって５年目ですから、今後の話として、やは

り早いうちに鋼は叩いて鍛えていかなければ今後に繋がらないということで、

ここに示しましたように、事務職員については毎年２名程度のプロパー化を

図っていく予定でございましたが、お恥ずかしい話で、特定共同指導を受け

た段階で、うちもそんな悠長なことはしていられないということで、定期的

な２名ではなくプラスアルファを含めて昨年度は９名採用しました。 

この人間が即戦力になるまではまだ育っておりませんけども、順次鍛えて

いって戦力になるように、なるべく早くしたいと思っております。 

 

病院機構理事長：よろしいでしょうか。 

４年やらせていただきまして、病院の業務とは何かというと、人事です

とか給与は非常に優れた県のシステムがありますから問題ないのですが、

病院特有のことですね、今話題になったお金を払って、計算をして、早見

表というルールに従って、厚生省の指摘を行うという業務のかなりは外部

委託なんですね。そうすると、うちの中でトレーニングするシステムがな

いんですね。 

非常に愕然とするのですが、例えば受付ひとつをとっても、患者さんに

対する言葉の使い方にしても、委託をしているのですから、私自身が患者

さんを見て、こうですよと言っても、委託業者には言葉使いはこうすべき

ですというような指示が出来ないんですね。このギャップがかつての公務

員制度の中で、公務員を減らすために委託をするということで、丸投げ方

式になっていたものですから、例えばＤＰＣひとつにしても現場でやって

いないんです。指示命令系統が我々の範疇にないんです。そこで、電子カ

ルテを読み込むこと、それから早見表を読み込めるトレーニングをやろう

と思っています。 

プロパーの方々は大分増えたのですが、事務系のトレーニングは非常に

受けているのですが、残念ながらＤＰＣひとつにしても、委託先にうちの
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プロパーの職員をトレーニングに出すときにお金を払うんです。ＤＰＣの

職務を行っている職員が４人いるのですが、そこにうちのプロパー職員に

ノウハウをつけたいと思っても、契約にないものですから、その間にお金

を払ってうちのプロパー職員がそこに行って勉強させていただくんです。 

なおかつ、ＤＰＣというのは情報管理者の資格がいるのですが、うちに

は７人もいるのですが、そこにいる４人のうち、実際にＤＰＣ管理の資格

を持っている者がどれだけいるかも、向こうの委託の業者の範疇で、そう

いう業者がこの病院にはいっぱいいるんですね。 

その一環で、看護の補助の方も、委託の業者の居座っているところでし

たけども、うちに取り入れたので、看護部はたとえばこれをやる時に君の

ところには４人いるけども、看護時補助の使い方をどうしているんだとい

うことを、２人の左右に師長を並べて右はどうしてる、左はどうしている

ということなんです。 

ですから、プロパー化ということは単に従来の県の事務職をやるトレー

ニングは出来ますが、本来病院が持っている外部委託のトレーニングを

我々がやらないと、早見表の紙の裏まで読み取るような職員の育成にはな

りません。それをこれから何とかやるために、トレーニングを開始して、

そのためには人が必要ですので、少し前倒しして３３人。情報管理システ

ムにしても２年かかるのですね。そうすると通信教育を使って、我々がい

かに補助するかです。 

病院の業務というのは、患者さんに接する部分の方が我々に遠いのが実

態ですので、そこを何とかしてトレーニングシステムを作っていきたいと

思います。 

 

委員長：はい。 

    他にご意見、ご質問ございましたらお出しをお願いします。 

よろしゅうございますか。 

    特に他になれければ、以上をもちまして第３回の評価委員会を終わります。 


